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事務事業名 市民活動支援補助金

根拠法令 薩摩川内市市民活動支援補助金交付要領

補助経過年数 ６年以上１０年以下

令和２年度 市民活動支援補助金 評価表 3

所管部課名 企画政策部地域政策課 担当者 田畑　隆博

4,845 基金

指標名 目標値 目標年度

成果指標① 市民活動団体等の増加数 ２団体 令和７年度

令和２年度
予算額

5,100 千円

国県支出金 一般財源 その他 その他の内容

255

補助対象経費
賃金・人件費（ステップアップコースでは対象外）、報償費、旅費、需用費、役務費、委託
料、使用料・賃借料、原材料費、備品購入費（ステップアップコースでは対象外）、その他
市長が認める経費

補助対象事
業・活動の内

容

地域活性化のために自ら企画して、公益的活動を行う市民活動団体等の実施する事業
・スタートアップコース：これから活動を開始する又は活動期間が概ね３年未満の市民活動団体等が実施する事業に対
して、初期段階での補助するもの
・ステップアップコース：これまでの活動を発展させるために新たに実施する又は拡大する事業に対して補助をするも
の

□運営補助のみ　　■事業補助のみ　　□運営補助と事業補助の両方　　□その他
補助金額又は

補助率
・スタートアップコース（補助金額上限２０万円　　補助率８割・７割・５割）
・ステップアップコース（補助金額上限１００万円　補助率８割・６割・５割・３割）

成果指標② 住民の参加数（構成員） １７０人 令和７年度

補助対象者
市民活動団体（５名以上の者で構成され、その過半数が本市に住所を有する者であること。
活動の拠点が市内にあり、かつ、市内において活動を行っていること等。）

上記項目の
積算方法

補助対象経費に補助率を乗じて得た額（1,000円未満端数切捨て）

補
助
を
受
け
る
事
業
（
団
体
）
等
の

過
去
３
ヵ
年
の
決
算
状
況

項目
平成29年度 平成30年度 令和元年度

金額（円） 割合（％） 金額（円） 割合（％） 金額（円）

収
入

自己資金 2,153,511 44.2% 1,439,373 32.1% 2,027,439

308,500 6.9% 525,100
寄付金・その他助成 533,496 10.9% 517,986 11.5% 495,378

会費収入 1,158,115 23.8% 612,887 13.7% 1,006,961
事業収入 461,900 9.5%

0.0% 0.0%
市補助金 2,721,000 55.8% 3,048,000 67.9% 2,111,000

計 4,874,511 100.0% 4,487,373 100.0% 4,138,439
（前年度繰越金） 0.0% 0.0%

支
出

事業費 4,874,511 100.0% 4,487,373 100.0%

その他事務費 0.0% 0.0%

0.0% 0.0%

0.0% 0.0%

4,138,439
人件費 0.0% 0.0%

0.0% 0.0%

計 4,874,511 100.0% 4,487,373 100.0% 4,138,439
（翌年度繰越金） 0.0% 0.0%

翌年度繰越金/市補助金 0.0% 0.0% 0.0%
交付件数 13 13 13

支出計/前年度支出計 92.1% 92.2%
自己資金/前年度自己資金 66.8% 140.9%

【前回評価】平成２９年度「現状のまま継続」
【前回評価への回答】「指摘事項なし」
【事業のＰＲ方法】市の広報紙、ホームページ及び市民活動情報サイトで補助事業団体の募集をしてい
る。また事業の採択状況を市ホームページで公表している
【費用対効果】共生・協働のまちづくりの推進に寄与しており十分な効果がある。
【補助事業以外の事業】市民活動ネットワーク会議への参加
【その他】「特になし」

成果指標の推移① -5 0 0
成果指標の推移② 164 158 153

特
記
す
べ
き
事
項
等
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要件 項　　目 評価 評価した内容についての説明

公
益
性

　補助の対象となる事業又は補助を受ける団体等
の活動が、直接又は間接に、不特定多数の市民の
福祉の向上及び利益の増進に寄与している。

A

　公益的活動を行う市民活動団体等の実施する事業に対
して補助金を交付することで、各団体の活動が促進され
ることになり、市民との共生・協働によるまちづくりの
推進に寄与している。

必
要
性

　特定の目標・成果の達成に向けた、団体等への
支援や社会的弱者の救済、地域的ハンディ等への
支援が必要である。

A

　公益的活動を行う市民活動団体等は、社会的な課題を
解決することを目的としている団体であり、各団体等の
育成や活動を支援することは市民との協働によるまちづ
くりを進めるうえで必要である。

有
効
性

　達成しようとする目標・成果が市民ニーズに合
致しており、かつ、その目標・成果の達成に向け
て、適切な効果を生じている。（その目標・成果
を測るための適当な効果指標の設定がなされてい
る。）

A

　公益的活動を行う市民活動団体等の団体数や住民の参
加数（構成員）が増えることは、社会的課題やニーズを
広く把握することができ、課題解決や地域の活性化に繋
がっている。

①　補助の対象となる事業について、行政が直接
実施するよりも、行政以外の者が行う方が適当で
あると明確に認められる。

A

　市民活動団体等が持つ専門性や強みを発揮することが
でき、行政と地域コミュニティ組織（地区コミ協・自治
会）がすぐに対応できない社会的課題の解決や公益的活
動を展開することができる。

②　特定の目標・成果の達成に向けて、当該補助
金等の交付以外に適当な政策手段がないか、又は
当該補助金等の交付が最も妥当な政策手段である
と明確に認められる。

A

　市民活動団体等が実施主体となって自主的・自立的に
事業を実施するためには、各団体が自ら企画・実施する
事業への補助金交付が最も妥当である。

③　補助率又は補助額が、明確な根拠によって積
算されたものであり、かつ、社会経済情勢に照ら
し、著しく妥当性を欠く水準とはなっていない。
（交付要綱の補助基準）

A

　同じ市民活動団体等が繰り返し、また長期間補助を受
けることがないように補助の回数制限や補助率を段階的
に下げている。

≪今後の改革の方向性≫ ≪視点別評価≫

■現状のまま継続 　公益性　　　　　⇒　　□高い　　　□低い

□見直しの上で継続 　必要性　　　　　⇒　　□高い　　　□低い

 ⇒今後の方向性　 □充実　 　有効性　　　　　⇒　　□高い　　　□低い

　　　　　　　　  □移管・統廃合 　適格性・妥当性　⇒　　□高い　　　□低い

　　　　　　　　  □縮小 ≪今後の改革の方向性≫

□休止・廃止 □現状のまま継続

≪上記方向の理由≫ □見直しの上で継続

 ⇒今後の方向性　 □充実　 

　　　　　　　　  □移管・統廃合

　　　　　　　　  □縮小 

□休止・廃止

≪改革・改善の内容とそれを実施していくための
手段・計画≫

≪まとめ≫

　補助金の交付回数によって補助率が下がってい
くため、お金や人が継続できること、また活動が
繋がり、広がるように市民活動団体等の育成や意
識の向上を図りたい。

適
格
性
及
び
妥
当
性

〈補助金の視点別評価〉　　　　　　　　　　　　【主管課評価・・・Ａ=合致、Ｂ=概ね合致、Ｃ=課題あり】

〈補助金の見直し結果〉

内
部
評
価
（

一
次
）

結
果

外
部
評
価
結
果

　様々な市民活動団体等の活動が活性化すること
で市民との共生・協働によるまちづくりの推進に
寄与し、本市の活性化にも繋がると考えているた
め、現状のまま継続していきたい。
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